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東京農⼯⼤学 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

教職員の海外渡航についてのガイドライン 
現在、本学では、海外渡航にあたり、渡航前に下記のガイドラインに沿って渡航先での安全

確保の状況等を確認した上で派遣を行っています。 

【海外渡航についてのガイドライン】 

※ 不要・不急な用件、オンラインでの対応が可能な用件を除き、以下１～7 の要件が確認できているこ

と。 

※ なお、渡航までの間に状況の変動が生じた場合、大学が渡航の中止、中断を指示する可能性がある。 

1. 渡航先国及び経由国について、外務省の危険情報・感染症危険情報がいずれもレベル１以下で

あること。但し、外務省の感染症危険情報がレベル２以上の場合であっても、以下の１）～３）

の全てを満たす対象者に限り、海外渡航を認めることとする。 

〔海外渡航を認める場合〕 

１）渡航期間が学内の業務遂行に支障を来さない期間（渡航期間及び帰国後の待機期間

を含む）において渡航する者 

２）原則、新型コロナウイルスのワクチン接種を３回以上完了している者※１ 

３）別紙の確認項目の各条件を全て満たす者 

2. 必要な査証の取得が可能であること。（通常、日本からの短期滞在者に対し査証免除が適用さ

れる国においても、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、査証免除の停止措置が取ら

れている場合があるため、査証の要否を必ず確認すること。） 

3. 渡航先国及び経由国において、安全に入国及び経由が行える状況であること。（日本からの渡

航、経由国からの渡航等に関する入国制限状況を確認すること。） 

4. 渡航先での行動制限＊2（移動制限や自主隔離等）の状況及び受入機関における教育・研究活

動の状況等を踏まえ、目的とする活動（学会、授業開講、研究活動、研修他）が十分行える状

況であると判断できること。 

5. 渡航前に、渡航先での安全な宿舎が確保できていること。 

6. 渡航先で健康上の問題が発生した場合に受診できる医療機関が周囲にあることを確認できて

いること。また、渡航前に本学の推奨する海外旅行保険又は現地の保険に加入していること。 

７． 日本への帰国に際し、日本政府の定める防疫事項・水際対策の遵守することを確約すること。
＊3 

 
*１：派遣教職員の安全を確保する観点から、ワクチン接種を原則としますが、接種を行えない事情がある場

合は、接種を強制するものではありません。個別の事情については、「海外渡航にあたっての確認書」を
提出する際に申し出て下さい。なお、渡航先国によってはワクチン接種を必須としている場合もあります

ので、ご注意ください。 

*2：各国の行動制限の状況については、下記外務省サイトおよび各国大使館サイト等を参照 
【外務省サイト】https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 

*３：日本政府の水際対策については、下記厚生労働省サイトをご参照ください。 

【厚生労働省サイト】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 海外渡航にあたっては、所属長（部局長、課長等）が、渡航の２週間前までに上記の要件を満たしている

ことを確認できるよう、「海外渡航にあたっての確認書」を早期に各部局等の総務担当に提出すること。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.tuat.ac.jp/documents/tuat/NEWS/important/20221012_kaigaitokou_kakuninsho.docx
https://www.tuat.ac.jp/documents/tuat/NEWS/important/20221012_kaigaitokou_kakuninsho.docx


 

 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により感染症危険情報レベル２以上に

指定された国・地域への渡航前に確認すべき項目 

 
 
（１）渡航先国・地域に渡航しないと当初の出張目的が達成できないこと。 

（２）渡航先国・地域における最新の感染状況を把握している。 

（３）渡航先国・地域への渡航手段がある。 

（４）渡航先国・地域に入国の可否及び入国に必要な手続きについて申請中又は完了してい

る。 

（５）渡航中の疾病に対し、十分な補償が受けられる海外旅行保険又は現地の保険に加入して

いる。 

（６）渡航先国・地域への入国時における水際措置及び入国後に取るべき行動について把握し

ている。 

（７）渡航先国・地域で感染の疑いが生じた場合、濃厚接触者として指定された場合、感染し

た場合に渡航先国・地域において取るべき行動及び相談先を具体的に把握している。 

例： 

・相談できる機関 

・検査できる機関 

・受け入れ可能な医療機関 

・滞在先 

（８）渡航先国・地域で必要な生活物資が確保できる。 

（９）渡航先大学等において受け入れ体制が取られている。 

（10）渡航先大学等において目的とする活動を継続するための防疫措置がとられている。 

（11）渡航先国・地域における感染拡大抑止のための法令(マスクの着用等)を把握している。 

（12）今後、渡航先国・地域において（再）流行した際に取るべき対応をシミュレーションし

ている。 

別紙 


	20220301_saikai_kyoshokuin.pdf
	海外渡航再開についてのガイドライン_教職員.pdf
	教職員海外渡航_別紙.pdf
	（２）渡航先国・地域における最新の感染状況を把握している。



